
一

著
作
権
等
が
固
有
財
産
に
属
す
る
財
産
か
ら

信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
と
な
つ
た
場
合

受
益
者
（
信
託
管
理
人
が

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

信
託
管
理
人
。
以
下
こ
の

表
に
お
い
て
同
じ
。）

受
託
者

二

著
作
権
等
が
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
か
ら

固
有
財
産
に
属
す
る
財
産
と
な
つ
た
場
合

受
託
者

受
益
者

三

著
作
権
等
が
一
の
信
託
の
信
託
財
産
に
属
す

る
財
産
か
ら
他
の
信
託
の
信
託
財
産
に
属
す
る

財
産
と
な
つ
た
場
合

当
該
他
の
信
託
の
受
益
者

及
び
受
託
者

当
該
一
の
信
託
の
受
益
者

及
び
受
託
者

平成˜ 年�月˜š日 金曜日 (号外第˜œš号)官 報

（
信
託
の
変
更
の
登
録
の
申
請
）

第
四
十
四
条

前
三
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ

つ
た
と
き
は
、
受
託
者
は
、
遅
滞
な
く
、
信
託
の
変
更
の
登
録
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

受
益
者
又
は
委
託
者
は
、
受
託
者
に
代
位
し
て
前
項
の
登
録
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
二
十
九
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
著
作
権
等
の
変
更
の
登
録
等
の
特
則
）

第
四
十
五
条

信
託
の
併
合
又
は
分
割
に
よ
り
著
作
権
等
が
一
の
信
託
の
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
か
ら
他
の
信
託

の
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
著
作
権
等
に
係
る
当
該
一
の
信
託
に
つ
い
て
の
信
託

の
登
録
の
抹
消
及
び
当
該
他
の
信
託
に
つ
い
て
の
信
託
の
登
録
の
申
請
は
、
信
託
の
併
合
又
は
分
割
に
よ
る
著
作

権
等
の
変
更
の
登
録
の
申
請
と
同
時
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
信
託
の
併
合
又
は
分
割
以
外
の
事
由
に
よ
り
著

作
権
等
が
一
の
信
託
の
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
か
ら
受
託
者
を
同
一
と
す
る
他
の
信
託
の
信
託
財
産
に
属
す
る

財
産
と
な
つ
た
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

２

信
託
財
産
に
属
す
る
著
作
権
等
に
つ
い
て
す
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
著
作
権
等
の
変
更
の

登
録
（
第
三
十
五
条
第
三
項
の
登
録
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
を
登
録
権
利
者
と
し
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
を
登
録
義
務
者
と
す
る
。

（
著
作
権
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
四
条

施
行
日
前
に
さ
れ
た
登
録
の
申
請
に
係
る
登
録
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
著
作
権
法
施
行
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
外
国
為
替
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条

外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
五
第
一
項
第
二
号
中
「
及
び
第
七
号
の
四
」
を
「
か
ら
第
七
号
の
五
ま
で
」
に
改
め
る
。

（
回
路
配
置
利
用
権
等
の
登
録
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条

回
路
配
置
利
用
権
等
の
登
録
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
六
十
五
条
」
を
「
第
六
十
五
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
中
「
変
更
」
の
下
に「（
信
託
に
よ
る
回
路
配
置
利
用
権
以
外
の
権
利
に
つ
い
て
の
変
更
を
除
く
。）」

を
加
え
る
。

第
三
十
七
条
中
「
裁
判
所
」
を
「
裁
判
所
書
記
官
」
に
改
め
、「
と
き
は
」
の
下
に
「
、
職
権
で
」
を
加
え
る
。

第
四
十
六
条
中
「
移
転
の
登
録
」
の
下
に
「
、
信
託
に
よ
る
質
権
に
つ
い
て
の
変
更
の
登
録
」
を
加
え
る
。

第
五
十
一
条
第
一
項
中
「
第
一
審
裁
判
所
」
の
下
に
「
の
裁
判
所
書
記
官
」
を
、「
と
き
は
」
の
下
に「
、
職
権
で
」

を
加
え
、「
裁
判
所
書
記
官
の
」
を
削
る
。

第
五
十
三
条
及
び
第
五
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
信
託
の
登
録
の
申
請
方
法
）

第
五
十
三
条

回
路
配
置
利
用
権
そ
の
他
回
路
配
置
利
用
権
に
関
す
る
権
利
の
信
託
の
登
録
は
、
受
託
者
だ
け
で
申

請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
権
利
に
つ
い
て
の
変
更
の
登
録
の
申
請
の
特
例
）

第
五
十
四
条

信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）
第
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
つ
て
さ
れ
た
信
託
に

よ
る
回
路
配
置
利
用
権
そ
の
他
回
路
配
置
利
用
権
に
関
す
る
権
利
に
つ
い
て
の
変
更
の
登
録
は
、
受
託
者
だ
け
で

申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
五
条
の
前
の
見
出
し
中
「
申
請
」
を
「
信
託
の
登
録
の
申
請
」
に
改
め
、
同
条
中
第
六
号
を
第
十
一
号
と

し
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
五
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え

る
。四

受
益
者
代
理
人
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

五

信
託
法
第
百
八
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
受
益
証
券
発
行
信
託
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

六

信
託
法
第
二
百
五
十
八
条
第
一
項
の
受
益
者
の
定
め
の
な
い
信
託
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

七

公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
公
益
信
託
で
あ
る
と
き

は
、
そ
の
旨

第
五
十
五
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

受
益
者
の
指
定
に
関
す
る
条
件
又
は
受
益
者
を
定
め
る
方
法
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め

第
五
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
申
請
に
お
い
て
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
を
記
載
し
た
と
き
は
、

同
項
第
一
号
の
受
益
者
（
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
受
益
者
代
理
人
が

代
理
す
る
受
益
者
に
限
る
。）の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所
を
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
五
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
十
七
条

信
託
の
登
録
の
申
請
は
、
信
託
に
係
る
回
路
配
置
利
用
権
に
つ
い
て
の
移
転
若
し
く
は
変
更
又
は
信

託
に
係
る
回
路
配
置
利
用
権
以
外
の
権
利
に
つ
い
て
の
設
定
、
移
転
若
し
く
は
変
更
の
登
録
の
申
請
と
同
時
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
八
条
第
一
項
中
「
が
移
転
」
の
下
に
「
又
は
変
更
」
を
、「
抹
消
」
の
下
に
「
の
申
請
」を
加
え
、「
の
移
転
」

を
「
に
つ
い
て
の
移
転
又
は
変
更
」
に
、「
同
一
の
申
請
書
で
申
請
し
な
け
れ
ば
」
を
「
同
時
に
し
な
け
れ
ば
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

信
託
の
登
録
の
抹
消
は
、
受
託
者
だ
け
で
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
九
条
の
前
の
見
出
し
中
「
更
迭
」
を
「
変
更
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
更
迭
」
を
「
変
更
」に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
第
五
十
条
第
二
項
」
を
「
第
八
十
六
条
第
四
項
本
文
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
中
「
審
判
」
の
下
に
「
、
法
人
の
合
併
以
外
の
理
由
に
よ
る
解
散
」
を
加
え
、「
前
条
」
を
「
前
条
第
一

項
」
に
改
め
、「
又
は
他
の
受
託
者
」
を
削
り
、
同
条
後
段
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

受
託
者
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
一
部
の
受
託
者
の
任
務
が
前
項
に
規
定
す
る
事
由
に
よ
り
終

了
し
た
と
き
は
、
前
条
第
二
項
の
登
録
は
、
他
の
受
託
者
だ
け
で
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
一
条
の
前
の
見
出
し
を「（
信
託
の
変
更
の
登
録
）」に
改
め
、
同
条
か
ら
第
六
十
四
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

第
六
十
一
条

裁
判
所
書
記
官
は
、
受
託
者
の
解
任
の
裁
判
が
あ
つ
た
と
き
、
又
は
信
託
管
理
人
若
し
く
は
受
益
者

代
理
人
の
選
任
若
し
く
は
解
任
の
裁
判
が
あ
つ
た
と
き
は
、
職
権
で
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
の
登
録
を
経
済
産
業

大
臣
に
嘱
託
す
る
も
の
と
す
る
。
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